
提

出

者

金

田

誠

一

平
成
十
三
年
三
月
二
十
二
日
提
出

質

問

第

五

〇

号

内
閣
官
房
報
償
費
の
目
的
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

50



内
閣
官
房
報
償
費
の
目
的
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

先
に
提
出
し
た
「
内
閣
官
房
報
償
費
の
目
的
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
に
対
す
る
政
府
答
弁
書
（
以
下
「
答
弁
書
第
十
九

号
」
と
い
う
。
）
の
不
明
な
点
に
つ
き
再
度
質
問
す
る
。

一

内
閣
官
房
報
償
費
の
目
的
に
つ
い
て
政
府
の
統
一
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

内
閣
官
房
報
償
費
の
「
取
扱
責
任
者
」
に
つ
い
て
法
令
の
規
定
は
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
関
し
て
以
下
の
点

を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

取
扱
責
任
者
の
権
限
。

�

取
扱
責
任
者
が
内
閣
官
房
報
償
費
を
取
り
扱
う
こ
と
の
で
き
る
法
令
上
の
根
拠
。

�

取
扱
責
任
者
が
官
房
報
償
費
を
支
出
す
る
際
に
適
用
さ
れ
る
法
令
。

�

内
閣
官
房
報
償
費
以
外
に
も
取
扱
責
任
者
が
置
か
れ
て
い
る
国
の
経
費
。

三

内
閣
官
房
報
償
費
に
関
し
て
、
答
弁
書
第
十
九
号
で
い
う
「
当
面
の
任
務
と
状
況
に
応
じ
そ
の
都
度
の
判
断
」
を
行
う
者

の
官
職
と
氏
名
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

「
衆
議
院
議
員
金
田
誠
一
君
提
出
内
閣
官
房
報
償
費
の
秘
匿
性
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
」
（
以
下
「
答
弁
書
第

一



十
三
号
」
と
い
う
。
）
で
は
、
内
閣
官
房
報
償
費
の
支
出
方
法
に
つ
い
て
「
現
在
行
わ
れ
て
い
る
支
出
方
法
の
す
べ
て
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
行
政
の
円
滑
か
つ
効
果
的
な
遂
行
に
重
大
な
支
障
を
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
答
弁
を
差
し
控

え
た
い
」
と
回
答
し
て
い
る
。

政
府
の
言
い
分
に
も
理
が
な
い
わ
け
で
な
い
ゆ
え
に
、
以
下
の
点
に
つ
い
て
可
能
な
範
囲
で
回
答
さ
れ
た
い
。

�

現
在
行
わ
れ
て
い
る
内
閣
報
償
費
の
支
出
方
法
に
つ
い
て
、
行
政
の
円
滑
か
つ
効
果
的
な
遂
行
に
重
大
な
支
障
を
生
じ

る
お
そ
れ
が
な
い
範
囲
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

内
閣
報
償
費
の
支
出
方
法
は
、
国
家
公
務
員
法
第
百
条
で
定
め
る
「
秘
密
」
に
該
当
す
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

答
弁
書
第
十
三
号
で
は
、
内
閣
官
房
報
償
費
の
具
体
的
な
使
途
等
に
つ
い
て
、
一
般
的
に
国
家
公
務
員
法
第
百
条
で
定
め

る
「
秘
密
」
に
該
当
す
る
も
の
と
答
弁
し
て
い
る
。

し
か
し
今
日
ま
で
の
国
会
審
議
及
び
外
務
省
に
お
け
る
記
者
会
見
等
に
お
い
て
、
総
理
外
国
訪
問
時
の
旅
費
差
額
が
内
閣

官
房
報
償
費
か
ら
支
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
以
下
の
点
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

総
理
外
国
訪
問
時
の
旅
費
差
額
が
内
閣
官
房
報
償
費
か
ら
支
出
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
は
、
政
府
答
弁
書
で
い
う

二



「
具
体
的
な
使
途
等
」
に
当
た
る
の
か
否
か
。

�

こ
の
事
実
は
、
国
家
公
務
員
法
第
百
条
で
定
め
る
「
秘
密
」
に
該
当
す
る
の
か
否
か
。

�

こ
の
事
実
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
で
、
「
行
政
の
円
滑
か
つ
効
果
的
な
遂
行
と
い
う
公
の
利
益
に
重
大
な
支
障
」

（
答
弁
書
第
十
三
号
）
が
現
在
生
じ
て
い
る
か
。

六

答
弁
書
第
十
三
号
で
は
、
「
内
閣
官
房
の
報
償
費
に
つ
い
て
そ
の
具
体
的
な
使
途
等
を
公
表
し
な
い
こ
と
を
直
接
規
定
し

た
法
令
は
な
い
が
、
そ
の
経
費
の
性
格
上
、
予
算
に
計
上
さ
れ
て
以
来
一
貫
し
て
こ
う
し
た
取
扱
い
を
原
則
と
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
」
と
答
弁
し
て
い
る
。

そ
こ
で
以
下
の
点
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

そ
の
具
体
的
な
使
途
等
を
公
表
し
な
い
こ
と
を
決
定
し
た
経
緯
に
つ
い
て
、
政
府
に
お
い
て
は
記
録
が
残
っ
て
い
な
い

の
か
。

�

同
答
弁
書
で
い
う
「
原
則
」
は
、
内
閣
（
内
閣
法
第
二
条
第
一
項
で
い
う
と
こ
ろ
の
も
の
）
、
内
閣
総
理
大
臣
あ
る
い

は
内
閣
官
房
長
官
に
対
し
て
拘
束
力
を
も
つ
の
か
否
か
。

七

「
衆
議
院
議
員
金
田
誠
一
君
提
出
外
務
省
公
金
横
領
疑
惑
と
予
算
執
行
職
員
の
責
任
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
」

三



で
は
、
予
算
執
行
職
員
の
責
任
に
つ
い
て
「
こ
れ
ら
職
員
に
よ
る
事
務
は
適
正
に
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
て
い
る
」
と
答
弁

し
て
い
る
。

そ
こ
で
以
下
の
点
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

外
務
省
公
金
横
領
疑
惑
が
発
覚
し
て
か
ら
、
こ
れ
に
係
わ
る
予
算
執
行
職
員
の
事
務
が
適
正
に
行
わ
れ
た
か
に
つ
い
て

調
査
が
な
さ
れ
た
の
か
。

�

同
答
弁
書
で
い
う
「
こ
れ
ら
職
員
に
よ
る
事
務
は
適
正
に
行
わ
れ
て
い
た
」
と
判
断
し
た
者
の
官
職
と
氏
名
。

八

内
閣
官
房
に
お
い
て
は
秘
密
保
全
の
た
め
の
規
則
が
存
在
す
る
の
か
。
存
在
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
・
発
簡

番
号
・
制
定
年
月
日
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

四


